
平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

四

六

号

内
閣
衆
質
一
七
三
第
一
四
六
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
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厚
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予
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の
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ち
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衆
議
院
議
員
高
市
早
苗
君
提
出
厚
生
労
働
省
要
求
予
算
の
う
ち
、
事
業
仕
分
け
対
象
と
な
っ
た
事
業
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

「
事
業
仕
分
け
の
対
象
と
な
る
事
業
・
組
織
等
（
案
）
」
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
九
日
行
政
刷
新
会
議
資
料
）
に
お
い

て
示
さ
れ
て
い
る
、
事
業
仕
分
け
の
対
象
と
な
っ
た
厚
生
労
働
省
が
所
管
す
る
事
業
・
組
織
等
（
以
下
「
対
象
事
業
等
」
と

い
う
。
）
に
係
る
評
価
結
果
、
主
な
理
由
、
コ
メ
ン
ト
等
に
つ
い
て
は
、
「
行
政
刷
新
会
議
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
事
業
仕

分
け
の
評
価
結
果
」
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
行
政
刷
新
会
議
資
料
）
等
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

「
事
業
仕
分
け
作
業
の
進
め
方
」
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
九
日
行
政
刷
新
会
議
資
料
）
に
示
し
た
と
お
り
、
対
象
事
業

等
を
担
当
す
る
局
長
、
審
議
官
等
が
、
対
象
事
業
等
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
た
「
事
業
シ
ー
ト
」
に
基
づ
き
、
当
該
事

業
の
要
点
の
説
明
や
補
足
説
明
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
厚
生
労
働
省
の
副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
が
評
価
者
と
し
て
出
席
し
た
項
目
名
は
、
次
の
と
お

一



り
で
あ
る
。
な
お
、
対
象
事
業
等
を
担
当
す
る
副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
は
、
事
業
仕
分
け
の
評
決
に
は
参
加
し
な
い
こ
と

と
な
っ
て
い
た
。

細
川
厚
生
労
働
副
大
臣

「
高
年
齢
者
職
業
相
談
室
運
営
費
」
及
び
「
優
良
児
童
劇
巡
回
等
事
業
」

長
浜
厚
生
労
働
副
大
臣

「
そ
の
他
医
療
関
係
の
適
正
化
・
効
率
化
（
レ
セ
プ
ト
審
査
の
適
正
化
対
策
、
国
保
中
央
会
・

国
保
連
に
対
す
る
補
助
金
（
国
保
連
・
支
払
基
金
の
統
合
）
、
入
院
時
の
食
費
・
居
住
費
の
あ
り
方
、
柔
道
整
復
師
の
療
養

費
に
対
す
る
国
庫
負
担
）
」

山
井
厚
生
労
働
大
臣
政
務
官

「
（
独
）
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
運
営
費
交
付
金
等
」
、
「
若
者
自
立
塾
（
若
者
職
業
的

自
立
支
援
推
進
事
業
）
」
、
「
障
害
者
保
健
福
祉
推
進
事
業
費
（
工
賃
倍
増
�
か
年
計
画
支
援
事
業
費
）
」
、
「
職
業
能
力

習
得
支
援
制
度
実
施
事
業
／
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
メ
ー
ル
相
談
事
業
」
、
「
個
別
労
働
紛
争
対
策
の
推

進
」
、
「
生
活
保
護
費
等
負
担
金
（
医
療
扶
助
の
不
正
請
求
対
策
）
」
、
「
生
活
保
護
費
等
負
担
金
（
住
宅
扶
助
の
不
正
請

求
対
策
）
」
及
び
「
生
活
保
護
受
給
者
の
う
ち
就
労
能
力
が
あ
る
者
の
支
援
対
策
」

足
立
厚
生
労
働
大
臣
政
務
官

「
健
康
増
進
対
策
費
（
地
域
健
康
づ
く
り
推
進
対
策
費
）
」
、
「
診
療
報
酬
の
配
分
（
勤

務
医
対
策
等
）
」
、
「
後
発
品
の
あ
る
先
発
品
な
ど
の
薬
価
の
見
直
し
」
、
「
医
師
確
保
、
救
急
・
周
産
期
対
策
の
補
助
金

二



等
（
一
部
モ
デ
ル
事
業
）
」
、
「
�
�
�
�
運
動
特
別
推
進
事
業
」
及
び
「
労
災
レ
セ
プ
ト
電
算
処
理
シ
ス
テ
ム
」

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
議
事
概
要
を
現
在
作
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
評
価

者
等
の
正
確
な
発
言
内
容
を
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
必
要
性
、
緊
要
性
等

を
精
査
し
、
必
要
と
考
え
る
規
模
の
概
算
要
求
額
を
盛
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

事
業
仕
分
け
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
の
閣
僚
懇
談
会
に
お
い
て
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
「
こ
の

結
果
を
具
体
的
な
成
果
に
結
び
付
け
て
い
く
の
は
、
内
閣
の
責
任
。
平
成
二
十
二
年
度
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
、
事
業
仕
分

け
の
評
価
結
果
を
踏
ま
え
大
胆
な
歳
出
見
直
し
を
行
う
。
そ
の
一
方
、
殊
に
政
治
的
判
断
を
要
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
予

算
編
成
の
過
程
に
お
い
て
、
必
要
な
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
。
」
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
沿
っ
て

予
算
編
成
を
行
う
こ
と
と
な
る
が
、
現
在
予
算
編
成
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
詳
細
に
お
答

三



え
を
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
の
概
算
要
求
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
必

要
性
、
緊
要
性
等
を
精
査
し
、
行
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四


